
社会福祉事業を営むみなさまへ
～労務管理、見直しませんか？～

敦賀労働基準監督署からのお知らせ

令和５・６年度において、敦賀労働基準監督署管内にて社会福祉事業を営む
事業場を対象に労務管理全般の監督指導を実施したところ、約７割の事業場に
ついて法令違反が認められました。
つきましては、敦賀労働基準監督署で実施した監督指導においての指導事例

とその内容についてとりまとめましたので、労務管理の参考にしてください。

違反なし
（10事業場）
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違反あり
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全監督指導対象（45事業場）の
うち約78%で労働関係法令（労
働基準法・労働安全衛生法）の法
違反が認められました。

法令違反が認められた社会福祉事業場の割合

◎福井県の最低賃金が令和６年10月５日から改定されました◎
☟今一度ご確認ください。

◎最低賃金の対象となる賃金には、①精皆勤手当、②通勤手当、③家族手当、④臨
時に支払われる賃金、⑤１月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）、
⑥時間外・休日労働に対する賃金、⑦深夜労働に対する割増賃金は算入されません。
①～⑦を除いた時間額（時間単価）が上記の最低賃金額以上となる必要があります。



１ 労働契約の締結に際し、労働者に、賃金、労働時間その他の労働条件を書面の交付等により明示
していないこと（労働基準法第15条第１項、労働基準法施行規則第５条）

時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ていないにもかかわらず、１週
間について40時間、１日について８時間を超えて労働させていること（労働基準法第32条第１項・第２項）

〇36協定の締結について
法定の労働時間を延長して労働させ
ることができる時間（限度時間）は、
・１か月について45時間
・１年について360時間
とされています。協定届の様式は様
式９号を使用するようにします。ま
た、上記の限度時間を超えて労働さ
せる必要がある場合は、特別条項付
協定を締結することができ、
・１か月について１年に６回ま
で時間外及び法定休日労働数
100時間未満

・１年について時間外労働720時
間以内

を限度に延長することができます
（特別条項）。この場合、協定届の
様式は様式９号の２を使用します。

★ポイント★
法定の労働時間は、休憩時間※１を除いて１週間40時間※２、１日８時間です。

これを超えて労働させる場合は、時間外労働となりますので、時間外労働・休日労
働に関する協定を労働者の過半数を代表する者（または労働者の過半数で組織する
労働組合）と書面により締結し、協定届（36協定）を所轄労働基準監督署へ届け出
る必要があります。※１労働時間が６時間を超える場合は45分以上、８時間を超える場合は１時

間以上の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。（労働基準法第34条）

★ポイント★
労働者を雇い入れた際は、契約期間、賃金、労働時間、退職に関する事項等労働

条件を書面などで明示しなければなりません。

２

◎2024年４月１日より労働条件の明示ルールについて下記のように変更となってい
ますので併せてご確認ください。（改正労働基準法規則第５条）

※２特例措置対象事業場（労働者が10人未満の事業場）は１週間
44時間

主な指導事例（カッコ内は関連法条文）



３ 時間外・休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を適正に支払っていないこと（算入すべき手当
額を割増賃金の基礎となる賃金に算入していない）（労働基準法第37条第１項・第４項）

★さらに★
労働基準法では、労働時間、休日、深夜業等の規定が設けられていることから、

使用者は、労働時間を適正に把握する等労働時間を適切に管理する責務がありま
す。また、2018年の労働安全衛生法改正より、長時間労働者を対象とする面接
指導を実施するため、労働者の労働時間の状況を把握することが規定上明文化さ
れました。（労働安全衛生法第66条の８の３）
対象労働者は、高度プロフェッショナル制度適用労働者以外の全労働者です。

☞今回の監督指導では、労働時間の状況の把握が適正に行われていなかった事業
場が認められましたので以下の方法で適切に管理されているか確認しましょう。

上記所定賃金額に含めなくてよい
手当は左記の①～⑦です。これ以
外の手当は原則所定賃金に含め、
割増賃金の基礎とする必要があり
ます。今回の監督指導では、処遇
改善手当の不算入が多く認められ
ましたので確認しましょう。

〇労働時間の状況の把握方法（労働時間適正把握ガイドラインより）

★ポイント★
時間外、深夜（22時から５時）に労働をさせた場合は、２割５分以上、法定

休日に労働させた場合は３割５分以上の割増賃金を支払う必要があります。ま
た、2023年4月から時間外労働が１か月について60時間を超えた場合は、その
超えた時間について５割以上の割増賃金を支払う必要があります。労働者を常
時10人以上使用している事業場で就業規則を作成している場合、賃金の規定に
ついて割増率が法定どおりとなっているか確認するようにしてください。

★さらに★
労働者各人別に賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額のほ

か、労働日数や労働時間数、時間外、休日、深夜労働数等を記載し、３年間保存す
るようにしてください。 （労働基準法第108条・第109条、労働基準法施行規則第54条）

（１）による方法が難しい
場合

例えば、出勤簿に押印
のみは不可です。

割増賃金の基礎となります。

㊟手当の名称によ
らず、実態によっ
て判断されます。



４
・基準日に新たに与えなければならない年次有給休暇が、10労働日以上ある労働者に対して、基準日から
１年以内に５日以上付与していないこと（労働基準法第39条第７項、労働基準法施行規則第24条の５）

・年次有給休暇管理簿を作成していないこと（労働基準法施行規則第24条の７）

★年次有給休暇の計画的付与について★
上記のような年次有給休暇の付与のほか、年次有給休暇のうち５日を超える部分（繰

り越し分含む）について、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場
合に当該労使協定で定めた時季に、該当労働者について付与することができます。

★ポイント★
2019年４月の労働基準法改正により、法定の年次有給休暇が10日以上付与される労

働者は、基準日（年次有給休暇が付与される日）から１年以内に５日取得させる必要が
あります。対象労働者は、管理監督者や有期雇用労働者も含みます。
原則、労働者が請求する時期に与えることとされていますが、年10日以上付与され

ている労働者に対しては、その日数のうち５日について、使用者が時期を指定し取得さ
せることが必要です。

（労働基準法施行規則第24条の７）

☆さらに・・・

労働条件通知書や３６協定、年次有給休暇管理簿の様式は、
福井労働局ホームページにありますのでご参考にしてくだ
さい。右の二次元コードから詳細を確認でます。 ☞ ☞ ☞

（R７.１）
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